
 

【　適用基準　】
（支援法施行令）

長野県（１町）

木曽町
き そ ま ち

第1条第6号 8月14日 （ 9月15日 ）

広島県（１市）

安芸高田市
あ き た か た し

第1条第1号 8月12日 （ 9月14日 ）

久留米市
く る め し

第1条第1号 8月12日 （ 9月17日 ）

田川市
た が わ し

第1条第6号 8月12日 （ 9月17日 ）

武雄市
た け お し

第1条第1号 8月11日 （ 9月3日 ）

大町町
お お ま ち ち ょ う

第1条第1号 8月11日 （ 9月3日 ）

神埼市
か ん ざ き し

第1条第6号 8月11日 （ 9月22日 ）

嬉野市
う れ し の し

第1条第6号 8月11日 （ 10月12日 ）

雲仙市
う ん ぜ ん し

第1条第6号 8月11日 （ 9月15日 ）

波佐見町
は さ み ち ょ う

第1条第6号 8月11日 （ 9月15日 ）

大分県（１町）

玖珠町
く す ま ち

第1条第6号 8月14日 （ 9月28日 ）

【適用団体】６県、７市４町

令和３年８月11日からの大雨による災害に係る
被災者生活再建支援法の適用団体一覧

（令和３年10月12日（火）14時30分現在）

【　該当区域　】 【　発生日（決定日）　】

佐賀県（３市１町）

長崎県（１市１町）

福岡県（２市）


	公表用

